
 
 
 

２０２１年１０月１５日（金） 

事業性融資および住宅ローン取引における 

電子契約サービス導入について 

株式会社トマト銀行（取締役社長 髙木 晶悟）は、事業性融資および住宅ローン取引のご契

約手続きにおいて電子的な契約締結をおこなう電子契約サービス（※）を導入しますので、お知

らせいたします。 

 本サービスの利用により、お客さまの契約書記入・押印等事務手続きの負担軽減、契約手続

きの迅速化および印紙代等の費用削減が可能となります。当社は、今後もお客さまのお役に立

てるサービスの提供に努めてまいります。 
 ※セイコーソリューションズ株式会社と Merry Gate ホールディングス株式会社が共同開発した電子契約サービス 

  「融資クラウドプラットフォーム」を採用しています。 

記 

■電子契約サービスの概要 

１ 取扱開始日 

２０２１年１０月１８日（月） 

２ 対象商品 

事業性融資（証書貸付）、住宅ローン 

３ 取扱対象店 

全営業店（ももたろう支店を除く）、住宅ローンセンター岡山・倉敷 

４ ご利用いただける方 

スマートフォンやタブレット端末をお持ちでＳMＳまたはメールアドレスをご利用いただける方 

５ サービス内容 

電子契約サービスにより発行されるアカウントとパスワードをお客さまのスマートフォンやタ

ブレット端末で受信していただき、それらを入力していただくことで電子署名を行い契約する

ものです。 

６ 手数料 

お借入金額 事業性融資 住宅ローン 

５００万円超 １１，０００円（税込） ５，５００円（税込） 

５００万円以下 １，１００円（税込） １，１００円（税込） 

７ その他 

・ご利用商品・内容によってはお取り扱いできない場合もあります。詳細はトマト銀行窓口ま

でお問い合わせください。 

・従来通り、書面によるご契約も可能です。その場合、印紙税はこれまでと同様にお客さま

の負担となります。 

以 上 
 
 

 
本件に関するお問い合わせ先  営業統括部         土田   ℡ 086-800-1810 

報道関係のお問い合わせ先    経営企画部（広報担当） 俣野   ℡ 086-221-1033 

• ２０２１年１０月１８日（月）から事業性融資および住宅ローン取引における電子契約サ

ービスを導入します。 

• 電子契約サービスの利用により、お客さまの契約書記入・押印等事務手続きの負担軽

減、契約手続きの迅速化および印紙代等の費用削減が可能となります。 

NEWS RELEASE 
夢をかなえ、地域の未来を創造する銀行 

対応するＳＤＧｓ目標 

トマト銀行グループはＳＤＧｓ宣言をしております。 

金融サービスの提供を通じてＳＤＧｓの達成に貢献し、地域の社会・

環境課題の解決と持続的な成長に取り組んでまいります。 








